
(

第
九
二
函
一
〇
括
・
一
一
括)

幕
末
期
安
倍
寺
の
境
内
整
備
―
近
世
末
寺
史
料
の
一
例
と
し
て
―

山

田

淳

平

東
大
寺
に
は
近
世
の
末
寺
関
係
の
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で

の
整
理
に
従
っ
て
列
記
す
れ
ば
、
五
劫
院
・
眉
間
寺
・
元
興
寺
・
空
海
寺
・
新
薬
師
寺
・
永

福
寺
・
馬
場
村
金
龍
寺
・
同
村
福
蔵
寺
・
高
山
法
楽
寺
・
安
倍
寺
・
広
瀬
村
西
迎
寺
・
上
深

川
村
元
薬
寺
・
下
深
川
村
帝
釈
寺
・
下
萩
村
浄
土
寺
・
勝
原
村
薬
師
寺
・
毛
原
村
長
久
寺
・

杉
原
村
善
福
寺
・
下
笠
間
村
宮
坊
な
ど
で
あ
る
。

本
寺
で
あ
る
東
大
寺
に
末
寺
か
ら
の
願
書
・
届
出
書
類
が
集
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
眉

間
寺
と
い
っ
た
廃
寺
と
な
っ
た
寺
院
の
名
前
も
見
え
、
近
世
の
諸
寺
院
の
実
態
を
知
る
た
め

に
有
用
な
史
料
群
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
末
寺
史
料
の
な
か
で
も
ま
と
ま
っ
た
分

量
を
占
め
る
、
安
倍
寺
関
係
の
史
料
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

安
倍
寺
関
係
の
史
料
は
、
概
ね
享
保
年
間
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
一
八
八
点
が
存
す
る
。

多
く
は
安
倍
寺
か
ら
本
寺
で
あ
る
東
大
寺
の
年
預
五
師
に
提
出
さ
れ
た
願
書
や
届
書
で
、
住

持
の
任
免
や
領
知
朱
印
状
の
授
受
、
境
内
の
普
請
・
作
事
、
芸
能
興
行
の
許
認
可
な
ど
、
そ

の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
幕
末
期
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
、
境

内
諸
施
設
の
整
備
に
係
る
史
料
群
で
あ
る

(

１)

。

安
政
六
年(

一
八
五
九)

に
出
願
さ
れ
た
晴
明
公
社
の
建
て
替
え
【
史
料
４
】
を
皮
切
り
に
、

万
延
元
年(

一
八
六
〇)

に
は
茶
所
及
び
文
殊
院
納
屋
の
修
覆
【
史
料
５
】
、
元
治
二
年(

一
八
六

五)

に
は
安
倍
仲
麻
呂
御
霊
社
の
再
建
【
史
料
６
・
７
・
８
】
、
慶
応
二
年(

一
八
六
六)

に
は
大

日
堂
・
白
山
権
現
社
拝
殿
・
庫
裏
・
玄
関
・
長
家
門
の
修
覆
【
史
料
９
・

】
、
更
に
同
年
内

10

に
は
四
国
八
十
八
ヶ
所
と
西
国
三
十
三
ヶ
所
の
石
仏
を
境
内
に
移
し
【
史
料

】
、
翌
慶
応
三

12

年(

一
八
六
七)

に
は
移
し
の
成
就
に
伴
っ
て
茶
所
の
建
立
が
出
願
さ
れ
て
い
る
【
史
料

】
。

11

注
目
さ
れ
る
の
は
、
晴
明
公
社
や
安
倍
仲
麻
呂
御
霊
社
と
い
っ
た
、
安
倍
寺
ゆ
か
り
の
人

物
を
祀
る
諸
社
を
整
備
し
て
い
る
点
や
、
既
存
の
堂
舎
の
修
覆
に
加
え
て
、
四
国
八
十
八
ヶ

所
、
西
国
三
十
三
ヶ
所
と
い
っ
た
新
規
の
建
立
が
複
数
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

元
治
二
年(

一
八
六
五)

に
再
建
が
出
願
さ
れ
た
安
倍
仲
麻
呂
御
霊
社
は
、
永
禄
六
年(

一
五

六
三)

に
伽
藍
と
と
も
に
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
当
初
、
安
倍
寺
か
ら
南
西
の
方
角
に

存
す
る
飛
地
の｢

安
倍
仲
麿
公
旧
跡｣

(

２)

に
再
建
が
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
【
史
料
６
】
。
た

だ
し
、
遠
隔
地
で
は
管
理
が
行
き
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
旧
跡
に
は
そ
れ
を
示
す｢

立
石｣

を
建
て
る
の
み
と
し
、
御
霊
社
は
寺
内
の
奥
ノ
院
に
仮
鎮
座
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
【
史

料
７
】
。
【
史
料
８
】
で
は
今
少
し
詳
し
い
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
御

霊
社
の
風
除
け
の
た
め
の
樹
木
に
よ
っ
て
安
倍
村(

阿
部
村
と
も)

の
田
地
に
差
し
支
え
が
あ
る

と
い
う
安
倍
村
か
ら
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
安
倍
村
か
ら
は｢

再
建
手
伝｣

と
し
て
銀
子
三
貫
目
が
寄
附
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
て
お
り
、
御
霊
社
の
再
建
が
、
寺
内
だ

け
で
な
く
安
倍
村
と
の
関
係
性
の
な
か
で
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
あ
わ

せ
て
、
文
殊
講
も
茶
所
の
再
建
の
仕
上
げ
に
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
境
内
整
備
に
当
た
っ
て
村
や
講
が
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
【
史
料
７
】
に｢

近
々
仲
麿
公
千
百
年
廻
忌
ニ
相
当
り
候
ニ
付｣

と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
御
霊
社
の
再
建
が
仲
麻
呂
一
一
〇
〇
年
忌
を
目
指
し
て
企
画
さ
れ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
に
先
立
つ
嘉
永
七
年(

一
八
五
四)

に
は
、
安
倍
晴
明
八
五
〇
回
忌
に
臨
ん
で
、
遠
忌
法
事

を
行
う
と
と
も
に
、｢

霊
仏
霊
宝｣

の
観
覧
が
計
画
さ
れ
て
い
た
【
史
料
３
】
。
こ
の
計
画
は
、

当
時
安
倍
寺
と
安
倍
村
役
人
の
間
で
不
和
を
生
じ
訴
訟
沙
汰
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
法
事
の

執
行
の
み
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
後
安
政
六
年(

一
八
五
九)

に
は
境
内
の
晴
明
公
社

の
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
お
り
【
史
料
４
】
、
晴
明
関
係
の
境
内
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

安
倍
仲
麻
呂
や
安
倍
晴
明
と
い
っ
た
安
倍
寺
ゆ
か
り
の
人
物
た
ち
の
遠
忌
を
契
機
と
し
て
、

参
詣
者
の
誘
引
を
図
っ
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
、
興
味
深
い
。

御
霊
社
再
建
の
翌
年
慶
応
二
年(

一
八
六
六)

に
出
願
さ
れ
た
の
が
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
お
よ
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び
西
国
三
十
三
ヶ
所
の
移
し
の
石
仏
の
造
立
で
あ
る
【
史
料

】
。
四
国
八
十
八
ヶ
所
は
天
保

12

年
間
に
一
度
出
願
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
四
十
四
躯
を
調
え
た
と
こ
ろ
で
中
絶
し
て

い
た
ら
し
い
。
そ
れ
を
仁
王
堂
村

(

３)

の
米
屋
徳
兵
衛
な
る
人
物
の
篤
志
に
よ
っ
て
、
八
十
八
ヶ

所
の
残
り
一
三
二
躯
に
西
国
三
十
三
ヶ
所
の
三
十
三
躯
の
石
仏
を
合
わ
せ
て
造
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
翌
年
の
慶
応
三
年(

一
八
六
七)

に
は
両
石
仏
の
成
就
に
伴
っ
て
茶
所
一
宇
の

建
立
が
出
願
さ
れ
て
い
る
の
で
【
史
料

】
、
こ
れ
も
一
定
の
参
詣
者
を
見
込
ん
だ
も
の
で
あ

11

っ
た
の
だ
ろ
う
。

幕
末
期
の
安
倍
寺
は
、
財
政
的
に
か
な
り
逼
迫
し
て
い
た
よ
う
で
、
嘉
永
元
年(

一
八
四
八)

に
は
東
大
寺
年
預
か
ら
桜
井
村
辻
市
兵
衛
、
安
倍
村
五
郎
兵
衛
・
佐
右
衛
門

(

４)

に
対
し
て
、
文

殊
講
や
村
役
人
の
協
力
に
よ
る｢

改
革
仕
法｣
の
遂
行
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
【
史
料
１
】
な
ど
、

財
政
再
建
が
課
題
と
な
っ
て
い
た

(

５)

。
当
該
期
に
お
け
る
積
極
的
な
境
内
整
備
は
、
あ
る
い
は

参
詣
者
等
に
よ
る
増
収
を
目
論
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
幕
末
期
の
安
倍
寺
関
係
史
料
か
ら
は
、
幕
末
期
の
安
倍
寺
が
積
極
的

な
境
内
整
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
堂
舎
の
作
事
に
あ
た
っ
て
村
や
講
が
相
当
の
出

金
を
す
る
な
ど
、
安
倍
寺
の
運
営
に
地
域
住
民
の
深
い
関
与
が
存
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る

の
で
あ
る
。

今
回
は
ご
く
一
部
の
史
料
を
取
り
上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
末
寺
関
係
の
史
料
群
は
、
寺

院
史
は
も
と
よ
り
、
地
域
史
の
史
料
と
し
て
も
今
後
解
読
が
進
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

【
史
料
１
】
第
九
二
函
一
〇
括

号｢

東
大
寺
年
預
当
役
家
来
治
田
貞
輔
他
三
名
連
署
願
書｣

28

(

包
紙)

｢

口
上
書

一
通｣

口
上
覚

一
、
当
寺
末
寺
安
倍
山
満
願
寺
儀
者
上
古
之
寺
旧
趾
ニ
而
寺
中
坊
舎
伽
藍
向
等
昌
隆
之
地
ニ

有
之
候
処
、
追
々
歳
霜
を
経
衰
微
弥
増
し
大
破
危
急
相
成
、
就
中
近
年
住
侶
不
行
跡
之

次
第
も
相
聞
、
因
茲
取
締
方
も
被
申
付
候
得
共
、
累
年
之
悪
弊
彼
是
以
借
財
相
嵩
、
此

侭
差
置
候
而
者
所
詮
難
相
続
、
寺
門
破
壊
之
場
ニ
も
相
至
歎
ヶ
敷
、
右
ニ
付
文
殊
講
中

世
話
方
之
も
の
相
語
合
本
村
庄
屋
年
寄
中
荷
担
相
頼
改
革
仕
法
之
儀
目
論
度
旨
大
門
坊

ゟ
願
出
候
ニ
付
被
聞
届
、
借
財
高
取
調
并
仕
法
立
方
等
之
義
被
尋
入
候
所
、
別
紙
帳
面

被
差
出
致
承
知
候
、
右
辺
之
儀
者
万
端
於
本
寺
主
法
可
致
之
処
、
手
遠
之
地
不
案
内
之

事
故
難
行
届
、
依
而
今
般
其
元
殿
江
御
任
セ
取
締
仕
法
之
儀
、
厚
御
頼
可
申
入
候
、
此

度
処
者
寔
ニ
一
寺
興
廃
ニ
も
相
拘
り
候
儀
ニ
付
、
不
容
易
儀
幾
重
ニ
も
御
究
考
無
益
之

失
却
相
立
不
申
様
御
取
斗
、
尤
借
財
口
々
高
利
之
趣
ニ
付
年
内
之
収
納
物
并
本
村
出
作

之
徳
米
等
引
当
ヲ
以
一
手
ニ
相
束
ネ
借
入
減
し
替
、
来
ル
酉
年
暮
ゟ
亥
年
迄
向
十
五
ヶ

年
ニ
皆
済
之
積
り
、
猶
又
安
倍
山
住
侶
之
儀
者
右
仕
法
年
限
中
行
跡
御
取
締
御
座
候
様

致
し
度
、
自
然
心
得
違
筋
者
早
速
御
注
進
有
之
度
、
都
而
其
元
殿
寺
元
藤
井
宗
右
衛
門

等
江
御
談
し
可
被
申
候
、
前
書
之
通
改
革
年
限
中
御
任
せ
申
置
候
上
者
、
興
隆
助
成
相

成
候
様
無
斟
酌
御
配
斗
頼
入
候
、
右
之
趣
一
山
衆
評
之
上
取
究
候
儀
ニ
付
、
聊
無
御
疑

念
御
世
話
所
希
候
、
以
上
、

東
大
寺

年
預
当
役
家
来

治
田
貞
輔(

印)

同

嘉
永
元
年
申
十
一
月

増
田
元
立(

印)

同

堀
池
道
悦(

印)

一
山
役
人
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赤
井
玄
仙(

印)

桜
井
村辻

市
兵
衛
殿

阿
部
村五

郎
兵
衛
殿

同

佐
右
衛
門
殿

前
書
之
通
頼
入
候
儀
相
違
無
之
候
、
仍
而
奥
印
如
件
、

年
預龍

松
院(

印)

【
史
料
２
】
第
九
二
函
一
〇
括

号｢

御
末
寺
安
倍
山
大
門
坊
請
書｣

29

(

包
紙)

｢

上｣

奉
差
上
御
受
書

一
、
安
倍
山
之
儀
、
近
来
大
借
及
困
窮
山
内
難
立
行
候
ニ
付
、
去
ル
嘉
永
元
申
年
従

御
本

寺
様

御
憐
愍
ヲ
以
御
仕
法
被
仰
附
候
、
世
話
人
共
無
其
儀
兎
角
不
当
之
儀
有
之
候
ニ

付
、
則
旧
冬
蒙

御
尋
有
体
奉
申
上
候
処
、

御
威
光
ヲ
以
御
糺
明
被
仰
附
、
然
ル
ニ

未
算
用
出
入
出
銀
高
不
相
訳
候
ニ
付
、
此
度
右
世
話
人
御
断
切
ニ
相
成
候
趣
拙
僧
へ
被

仰
達
恐
入
奉
畏
候
、
左
候
ハ
ヽ
是
迄
世
話
人
取
替
銀
高
明
白
ニ
算
用
相
立
候
上
ハ
何

時
ニ
而
も
当
地
下
三
条
□
田
嘉
兵
衛
ゟ
出
銀
致
く
れ
無
異
儀

御
本
寺
様
へ
奉
差
上
候

約
定
仕
置
候
間
、
此
段
相
違
無
御
座
候
、
依
而
御
受
書
奉
差
上
候
、
以
上
、

御
末
寺

安
倍
山

嘉
永
四
亥
年
九
月
十
九
日

大
門
坊(

印)

御
本
寺

東
大
寺

前
御
年
預
所
様

【
史
料
３
】
第
九
二
函
一
〇
括

号｢

御
末
寺
安
倍
山
大
門
坊
病
気
代
先
住
弘
応
届
書｣

30

(

包
紙)

｢

五

御
末
寺

上

安
倍
山大

門
坊｣

乍
恐
書
附
ヲ
以
御
断
奉
申
上
候

一
、
当
三
月
晴
明
八
百
五
十
回
忌
ニ
相
当
り
候
ニ
付
、
去
月
廿
八
日

御
奉
行
所
表
へ
御
遠

忌
法
事
執
行
仕
度
并
霊
仏
霊
宝
諸
人
へ
為
拝
申
度
旨
、
御
願
奉
申
上
候
処
、
当
時
安
倍

村
役
人
共
ゟ
拙
僧
相
手
取
出
入
中
ニ
付
霊
宝
等
為
拝
之
儀
者
右
出
入
相
済
候
前
差
扣
可

申
旨
被

仰
附
、
尤
御
遠
忌
法
事
執
行
之
儀
者
御
憐
愍
ヲ
以
御
聞
込
置
ニ
相
成
候
間
、

此
段
乍
恐
書
附
ヲ
以
御
断
奉
申
上
候
、
以
上
、

御
末
寺

嘉
永
七
寅
三
月
二
日

安
倍
山大

門
坊

病
気
代先

住弘
応(

印)
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御
本
寺東

大
寺御

年
預
所
様

【
史
料
４
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
殊
院
届
書｣

129

絵
図
面

東
大
寺
末

十
市
郡
安
倍
山

満
願
寺
年
預

文
殊
院

晴
明
公
社

梁
行
弐
尺

桁
行
弐
尺

向
拝
弐
尺
五
寸

千
木
勝
尾
木
有
之

屋
根
箱
棟
桧
皮
葺

此
外
絵
様
無
御
座
候

(

図
略)

鳥
居

鳥
居

瑞
籬

高
サ
壱
間

地
幅
壱
間

瑞
籬高

サ
四
尺

二
方
ニ
而
長
延
六
間

奉
願
口
上
書

東
大
寺
末

十
市
郡
安
倍
山満

願
寺

一
、
当
寺
境
内
ニ
有
之
候
晴
明
公
社
梁
行
弐
尺
、
桁
行
弐
尺
、
向
拝
弐
尺
五
寸
、
千
木
勝
尾

木
有
之
屋
根
、
箱
棟
、
同
鳥
居
高
サ
壱
間
、
地
幅
壱
間
、
瑞
籬
高
サ
四
尺
、
弐
方
ニ
而

長
延
六
間
、
右
之
通
往
古
ゟ
有
来
り
処
、
右
晴
明
公
社
并
鳥
居
瑞
籬
共
近
年
及
大
破
候

付
、
此
度
取
崩
古
木
ニ
新
木
取
交
如
元
建
替
仕
度
奉
存
候
付
、
委
細
別
紙
絵
図
面
奉
差

上
候
、
尤
右
之
趣
東
大
寺
表
江
も
届
書
相
済
、
則
添
書
壱
通
被

相
渡
候
間
差
上
此
段

奉
願
候
、
何
卒
右
願
之
通
御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

東
大
寺
末

十
市
郡
安
倍
山

満
願
寺年

預

安
政
六
未
年
三
月
十
八
日

文
殊
院

印

御
奉
行
所

右
之
通
奉
差
上
候
処
、
御
聞
済
ニ
相
成
候
ニ
付
、
依
而
写
奉
差
上
候
、
以
上
、

安
倍
山

安
政
六
未
年
三
月
廿
八
日

文
殊
院(

印)

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所
様

【
史
料
５
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
殊
院
願
書｣

130
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乍
恐
御
願
奉
申
上
候

御
末
寺
安
倍
山

満
願
寺

年
預文

殊
院

茶
所

桁
行

四
間

梁
行

三
間

但
し
壱
間
ひ
さ
し
附

(

図
略)

文
殊
院
納
屋

桁
行

七
間

梁
行

弐
間
半

但
し
壱
間
ひ
さ
し
附

(

図
略)

一
、
今
般
絵
図
面
之
通
り
茶
所
桁
行
四
間
、
梁
行
三
間
、
壱
間
ひ
さ
し
附
、
屋
根
瓦
葺
并
文

殊
院
納
屋
桁
行
七
間
、
梁
行
弐
間
半
、
壱
間
庇
附
、
屋
根
瓦
葺
、
右
弐
ヶ
所
先
年
相
倒

れ
候
故
取
崩
有
之
候
処
、
此
度
古
木
ニ
新
木
ヲ
取
交
江
如
元
再
建
修
覆
候
間
、
依
之
御

奉
行
所
江
相
願
申
度
奉
存
候
間
、
先
例
之
通
り
御
添
翰
頂
戴
仕
度
、
此
段
奉
願
上
候
、

右

御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

安
倍
山

万
延
元
申
年
九
月
廿
一
日

文
殊
院(

印)

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

【
史
料
６
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
年
預
文
殊
院
願
書｣

131

(

包
紙)

｢

上

御
末
寺

安
倍
山文

殊
院｣

乍
恐
書
附
ヲ
以
御
願
奉
申
上
候

御
末
寺安

倍
山文

殊
院

一
、
当
山
支
配
飛
地
境
内
安
倍
仲
麿
公
旧
跡
四
拾
間
四
方
往
古
伽
藍
在
之
候
処
、
去
ル
永
禄

六
年
右
御
霊
社
并
伽
藍
及
焼
失
歎
ヶ
敷
奉
存
罷
在
候
、
然
ル
処
今
般
拙
僧
依
心
願
右
旧

地
江
仲
麿
公

御
霊
社
別
紙
絵
図
面
之
通
り
再
建
仕
度
奉
存
候
間
、
偏
ニ
御
本
寺
表
奉

蒙

御
許
容
度
、
尤

御
奉
行
所
表
江
御
願
奉
申
上
度
候
間
、
任
先
例
奉
頂
戴

御
添

翰
度
何
卒
出
格
之
御
仁
恵
ヲ
以

右

御
聞
済
被
為

成
下
候
ハ
ヽ
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上
、

安
倍
山年

預文
殊
院(

印)
元
治
二
丑
年
二
月
廿
三
日

御
本
寺
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東
大
寺

御
年
預
所

【
史
料
７
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
殊
院
願
書｣

132

乍
恐
御
願
奉
申
上
候

御
末
寺安

倍
山文

殊
院

一
、
当
山
飛
地
境
内
安
倍
仲
麿
公
旧
跡
四
十
間
四
方
伽
藍
地
ニ
御
座
候
処
、
去
ル
永
禄
六
年

及
焼
失
歎
ヶ
敷
罷
在
候
折
柄
、
最
早
近
々
仲
麿
公
千
百
廻
忌
ニ
相
当
り
候
ニ
付
、
御
霊

社
再
建
仕
度
旨
、
則
当
三
月
御
願
奉
申
上
候
処
、

御
許
容
被
成
下
難
有
奉
存
、
然
ル

上
ハ
右
飛
地
江
御
社
再
建
可
仕
之
処
、
右
飛
地
之
儀
、
当
山
よ
り
未
申
之
方
ニ
相
当
り

四
五
町
余
り
隔
在
之
、
当
時
山
内
住
僧
甚
以
無
人
ニ
も
御
座
候
故
社
参
花
水
供
等
自
然

行
届
キ
兼
候
様
奉
存
候
間
、
御
旧
跡
之
処
今
般
如
何
と
も
相
改
四
方
境
内
仲
麿
公
御
旧

跡
等
申
立
石
ヲ
相
立
、
其
中
ニ
往
古
ゟ
凡
畝
歩
弐
畝
余
り
之
芝
塚
等
ハ
其
儘
ニ
致
し
置
、

此
度
御
霊
社
再
建
十
分
一
之
御
社
ヲ
山
内
ニ
空
地
多
分
御
座
候
故
、
御
社
之
儀
ハ
右
之

奥
ノ
院
江
当
時
仮
鎮
座
仕
度
、
院
ニ
六
ヶ
年
以
前
晴
明
公
御
霊
社
之
儀
も
御
旧
跡
御
座

候
得
共
、
右
旧
跡
ハ
其
儘
ニ
致
し
置
、
山
内
文
殊
宝
物
西
之
方
へ
鎮
座
仕
候
近
例
も
御

座
候
ニ
付
、
甚
以
恐
多
御
願
ニ
御
座
候
得
共
、
何
卒
格
別
之

御
仁
恵
ヲ
以
御
霊
社
再

建
御
引
立
等

御
思
召
被
為

成
下
、
前
段
之
通
り
山
内
奥
ノ
院
江
右
仲
麿
公
御
霊
社

仮
鎮
座
偏
ニ

御
許
容
被
成
下
度
伏
て
奉
願
上
候
、
右
之
趣

御
聞
済
被
為

成
下
候

ハ
ヽ
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上
、

御
末
寺安

倍
山

文
殊
院(

印)

慶
応
元
丑
年十

二
月
十
五
日

御
本
寺東

大
寺御

年
預
所

【
史
料
８
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
殊
院
願
書｣

133

乍
恐
別
紙
御
歎
願
奉
申
上
候

一
、
今
般
仲
麿
公
十
分
一
之
御
社
再
建
御
旧
跡
江
可
仕
之
処
、
安
倍
村
西
手
ニ
而
少
々
地
所

高
キ
故
折
々
大
風
之
節
ニ
自
然
御
社
へ
相
当
り
何
連
風
難
之
然
ヲ
相
除
キ
候
様
樹
木
等

植
立
候
ハ
ヽ
後
日
立
延
候
節
、
村
方
本
田
之
差
支
ニ
も
多
分
相
成
候
由
ニ
御
座
候
、
左

之
村
方
一
統
迷
惑
仕
候
段
相
歎
キ
候
故
、
尤
御
旧
跡
之
内
前
々
村
方
へ
相
任
開
発
致
シ

在
之
候
畑
地
之
分
是
迄
之
通
り
村
方
へ
小
作
支
配
相
任
セ
置
、
則
六
ヶ
年
以
来
取
調
仕

年
々
玄
米
壱
石
三
斗
ツ
ヽ
御
上
納
山
内
へ
相
納
来
り
、
右
毎
年
納
米
之
儀
ハ
向
後
仲
麿

公
御
祭
日
ニ
ハ
御
神
供
米
等
ニ
相
用
申
度
、
就
而
ハ
当
時
節
柄
ニ
付
請
負
大
工
ゟ
申
立

候
ハ
、
白
木
惣
檜
木
作
り
ニ
仕
、
御
霊
社
并
鳥
居
築
地
石
垣
等
造
り
上
ヶ
之
凡
十
貫
目

余
り
相
懸
り
候
趣
、
甚
以
貧
地
之
山
内
故
心
痛
仕
居
、
然
ル
ニ
文
殊
講
中
共
も
漸
々
茶

所
再
建
仕
上
ヶ
候
折
柄
ニ
御
座
候
得
共
、
右
ハ
仲
麿
公
鎮
座
之
儀
奥
ノ
院
ニ
お
い
て
出

来
候
事
ニ
候
ハ
ヽ
尚
又
村
方
一
統
申
談
し
、
此
度
再
建
手
伝
と
申
て
銀
子
三
〆
目
無
相

違
寄
附
可
仕
旨
慥
ニ
申
呉
、
且
又
多
向
勧
入
之
儀
も
如
何
も
世
話
可
仕
候
様
申
也
、
旁

々
以
当
時
奥
ノ
院
江
鎮
座
致
し
度
奉
存
候
間
、
何
卒

出
格
之

御
憐
愍
ヲ
以
此
段
深

御
堅
慮
之
御
沙
汰
幾
重
ニ
も
奉
取
縋
り
候
、
右
別
紙
御
歎
願
奉
申
上
候
通
り
聊
相
違
無
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御
座
候
間
、
偏
ニ

御
聞
済
被
為

成
下
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上

御
末
寺安

倍
山

慶
応
元
丑
年

文
殊
院

十
二
月
十
五
日

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

【
史
料
９
】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
珠
院
願
書｣

134

奉
差
上
図
面安

倍
山文

殊
院

一
、
当
山
ニ
在
之
候

大
日
堂

梁
行
四
間

桁
行
四
間

前
并
左
右
三
方
ニ
壱
間
宛
之
板
縁
付

屋
根
瓦
葺

絵
様
無
御
座
候

(

図
略)

白
山
権
現
社

梁
行
弐
間

拝
殿

桁
行
三
間

屋
根
瓦
葺

絵
様
無
御
座
候

(

図
略)

一
、
当
寺庫

裏

庫
裏

玄
関

梁
行
三
間

一
棟

桁
行
十
弐
間

前
後
ニ
流
弐
間
宛
之
庇
付

屋
根
瓦
葺

軒
先
玄
関

梁
行
弐
間

桁
行
三
間

屋
根
瓦
葺

絵
様
無
御
座
候

(

図
略)

長
家
門

桁
行
弐
間
半

桁
行
八
間

屋
根
瓦
葺

絵
様
無
御
座
候

右
大
日
堂
并
白
山
大
権
現
社
之
拝
殿
等
者
近
年
破
損
ニ
相
成
候
ニ
付
、
朱
引
之
通
朽
損

候
大
日
堂
三
方
板
縁
并
屋
根
無
古
木
并
拝
殿
屋
根
地
無
古
木
等
新
木
を
以
取
替
屋
根
替

建
之
儘
修
覆
、
猶
又
当
寺
庫
裏
玄
関
一
棟
并
長
家
門
等
ハ
大
破
ニ
付
此
度
取
崩
シ
古
木

ニ
新
木
取
交
建
替
ニ
御
座
候
、

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上
、

安
倍
山

慶
応
二
寅
年
二
月
廿
八
日

文
殊
院
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御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

【
史
料

】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
珠
院
願
書｣

10

135

奉
願
上
口
上
書安

倍
山文

殊
院

一
、
当
山
内
ニ
在
之
候
大
日
堂
梁
行
四
間
、
桁
行
四
間
、
前
并
左
右
三
方
ニ
壱
間
宛
之
板
縁

付
、
屋
根
瓦
葺
并
白
山
大
権
現
社
之
拝
殿
梁
行
弐
間
、
桁
行
三
間
、
屋
根
瓦
葺
、
猶
又

当
寺
庫
裏
玄
関
一
棟
、
庫
裏
梁
行
三
間
、
桁
行
拾
弐
間
、
前
後
ニ
流
弐
間
宛
之
庇
付
、

屋
根
瓦
葺
、
軒
先
玄
関
梁
行
弐
間
、
桁
行
三
間
、
屋
根
瓦
葺
、
長
家
門
梁
行
弐
間
半
、

桁
行
八
間
、
屋
根
瓦
葺
、
右
之
通
往
古
ゟ
在
来
り
候
所
、
大
日
堂
并
白
山
大
権
現
之
拝

殿
等
者
近
年
破
損
ニ
相
成
候
ニ
付
、
右
大
日
堂
三
方
板
縁
屋
根
地
垂
木
、
白
山
大
権
現

之
拝
殿
屋
根
地
垂
木
等
ハ
新
木
を
以
取
替
屋
根
葺
替
、
建
之
儘
修
覆
、
猶
又
当
寺
庫
裏

玄
関
一
棟
并
長
家
門
等
者
近
年
大
破
ニ
付
、
此
度
取
崩
シ
古
木
ニ
新
木
取
交
如
元
建
替

仕
度
奉
存
候
ニ
付
、
委
細
別
紙
ニ
差
図
面
奉
差
上
候
、
右
之
趣
御
聞
届
被
成
下
候
上
者
、

御
奉
行
所
江
茂
届
出
度
奉
存
候
間
、
御
暇
并
御
添
書
被
下
置
度
、
此
段
奉
願
上
候
、
御

聞
届
被

成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

安
倍
山

慶
応
二
寅
年
二
月
廿
八
日

文
殊
院(

印)

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

【
史
料

】
第
九
二
函
一
一
括

号

11

136

｢

安
倍
山
文
殊
院
願
書｣

乍
恐
御
願
奉
申
上
候

御
末
寺
安
倍
山

文
殊
院

一
、
昨
年
四
月
奉
申
上
候
処
、
奉
蒙

御
許
容
御
当
山
境
内
之
内
へ
新
四
国
八
十
八
ヶ
所
并

西
国
三
十
三
所
漸
々
此
中
石
仏
成
就
仕
候
ニ
就
而
ハ
、
今
般
茶
所
一
宇
建
立
仕
度
候
間
、

何
卒
格
別
之

御
憐
愍
ヲ
以
御
許
容
被
為

成
下
度
奉
願
上
候
、
尤
先
格
之
通
り
御
奉
行
所
表
相
願
申

度
奉
存
候
間
、
乍
恐
御
添
翰
頂
戴
仕
度
、
此
段
宜
敷
奉
願
上
候
、
右
之
趣

御
聞
済
被

為

成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

安
倍
山

慶
応
三
卯
四
月
二
日

文
殊
院(

印)

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

(

図
略)梁

行
三
間

桁
行
五
間

但
シ
惣
瓦
葺

右
之
通
り
ニ
御
座
候
、
以
上
、
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【
史
料

】
第
九
二
函
一
一
括

号｢

安
倍
山
文
殊
院
弘
応
届
書｣

12

137

(
※
追
筆
を
除
き
全
文
抹
消)

乍
恐
御
届
ヶ
奉
申
上
候

御
末
寺
安
倍
山

文
殊
院

一
、
去
ル
天
保
度
ニ
御
届
ヶ
奉
申
上
候
当
山
新
四
国
八
十
八
ヶ
所
造
立
之
儀
、
御
歎
奉
申
上

御
許
容
被
為

成
下
難
有
奉
存
、
然
ル
処
其
頃
漸
々
四
十
四
躰
丈
ヶ
出
来
、
是
迄
中

絶
致
し
有
之
歎
ヶ
敷
奉
存
、
就
而
ハ
此
度
隣
村
仁
王
堂
村
米
屋
徳
兵
衛
ト
申
も
の
ハ
元

来
信
心
之
者
ニ
付
、
願
人
四
人
発
起
人
相
成
呉
、
且
諸
方
世
話
人
共
ゟ
夫
々
施
主
家
へ

相
勧
メ
新
四
国
八
十
八
ヶ
所
石
仏
不
足
之
分
百
三
十
二
躰
、
且
又
新
西
国
三
十
三
ヶ
所

石
仏
三
十
三
躰
、
右
両
様
と
も
奉
移
当
山
境
内
江
候
間
、
乍
恐
此
段
書
付
ヲ
以
御
届
ヶ

奉
申
上
候
間
、
何
卒
此
段

御
許
容
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
右

御
聞
済
被
成
下
候
ハ

ヽ
難
有
奉
存
候
、
以
上
、

安
倍
山

慶
応
二
寅
年
六
月
十
二
日

文
殊
院弘

応(

花
押)

御
本
寺

東
大
寺

御
年
預
所

(

追
筆)

｢

本
紙
別
ニ
有
之
候
、

認
替
相
成
不
用
之
届
書
、｣

註

(

１)

近
世
の
安
倍
寺
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
東
快
應
『
安
倍
文
殊
院
史
』(

安
倍
文
殊
院
、
一

九
九
九)

が
あ
る
。

(

２)

寛
文
期
以
降
の
安
倍
寺
の
景
観
を
描
い
た
絵
図｢

南
都
東
大
寺
末
寺
大
和
國
十
市
郡
真
言
宗
安

倍
山｣

(

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵)

に
は｢

伽
藍
跡
芝
地｣

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、｢

当
山
ヨ

リ
三
十
間
程
西
未
申
方
ニ
而
此
地
メ
ン
支
配
仕
居
申
候｣

と
の
注
記
が
あ
る
。

(

３)

桜
井
村
の
枝
郷
と
さ
れ
る
仁
王
堂
村
と
思
わ
れ
る
。｢

御
用
人
馬
入
用
銀
滞
訴
訟
返
答
書｣

(

東

新
堂
区
有
文
書)

(

『
桜
井
市
史

史
料
編

下
巻
』
桜
井
市
役
所
、
一
九
八
一)

に｢

桜
井
村
之

内
枝
郷
仁
王
堂
村｣

が
見
え
る
。

(

４)

『
桜
井
市
史
』
に
よ
る
と
、
弘
化
三
年(

一
八
四
六)

に
安
倍
村
の
油
屋
佐
右
衛
門
の
名
前
が
見

い
出
せ
、
あ
る
い
は
こ
の
人
物
か(

｢

中
西
家
大
坂
油
引
合
日
記｣

(

阿
部
、
中
西
正
光
文
書)

(

前

掲
『
桜
井
市
史

史
料
編

下
巻
』)

)

。
と
す
れ
ば
阿
部
村
の
年
寄
を
務
め
て
い
た
家
柄
で
あ

る
。

(

５)

嘉
永
四
年(

一
八
五
一)

に
は
、
仕
法
の
世
話
人
た
ち
に｢

不
当
之
儀｣

が
あ
り
、
世
話
人
に
よ
る

仕
法
は
解
消
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
【
史
料
２
】
。

(

奈
良
県
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部

文
化
財
保
存
課

美
術
工
芸
担
当

主
査)
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